
地域教育会議は、多くの学校が荒れていた80年代に、学校だけでなく地域で話し合い子どもを
育てていこうと立ち上がった市の委託事業です。
教育を語るつどいは、子育て中の方や地域の方が集まっていろいろな考えや思いを語り、聴き合
うことで気付きや安心できること、活動のヒントや団体同士や地域住民同士のつながりが得られ
ることを願っています。

詳細は２～４面をご覧ください

主催：多摩区地域教育会議
会場：多摩市民館（多摩区総合庁舎）
　〒214－8570　
　川崎市多摩区登戸1775-1
TEL：044-935-3333／FAX：044-935-3398
【小田急線】向ケ丘遊園駅北口より
　　　　　　　　　　　　　徒歩5分
【南武線】登戸駅より徒歩10分

１３：３０ 開場 ／１３：４５ 上映会 ／ １５：３０ 意見交換会　

９：００ 開場 ／ ９：３０ 講演会 ／ １０：５０ 意見交換会　　

参加
無料

第1部、第2部どちらかでの申し込みも可能です

２月１日受付開始



わたしたちは大切な権利を持っています。権利について知ることが、子ども達を育む上でなぜ大切
なのでしょう。そして学校ではどのように活かされているのでしょう。保護者として、地域の大人として、
大切な子ども達の育ちのために何ができるのか。一緒に考えてみませんか？

講師：田中真喜男氏
特定非営利活動法人教育活動総合サポートセンター理事長
川崎市立小学校の教員・校長として勤務する中、教育委員会の人権・共生教育
担当として５年間「川崎市子どもの権利に関する条例」の普及に尽力。
現職では子ども・保護者・学校の支援、講演など幅広く活動。
趣味は映画・絵画鑑賞・野球観戦。

今の学校の様子
はどうなんだろう？

保護者として子どもや学校のこと
が気になっているけどどこに相談

したらいいのかな？

「川崎市子どもの権利に関する条
例」聞いたことはあるけど私たち
にどのように関係あるのかな？

～条例制定の背景～
川崎市子どもの権利に関する条例は，２０００年（平成１２年）１２月２１日，川崎市議会において全会一致で可決
成立し，２００１年（平成１３年）４月１日から施行されています。
 　この条例は，日本で最初の子どもの権利に関する総合的な条例であり，また，本市にとっても，条例案づくりを
市民・子ども参加の中で進めてきたという点で，おそらく前例のない，初めての取組だったと言えます。
 条例案の具体的な策定作業は，１９９８年（平成１０年）９月から２００回を越える様々な会議や集会がもたれ，約２
年近くをかけてまとめられた条例骨子案が，２０００年（平成１２年）６月に「検討連絡会議」から報告書の形で答申
され，その後，約半年近くをかけ答申内容に沿って条文を整理し条例案としてまとめ直し，同年１２月の議会に提
案し成立したものです。　　
（川崎市・川崎市教育委員会「川崎市子どもの権利に関する条例　―各条文の理解のためにー」より引用）

２０２３年４月に子ども施策を総合的に進めるための「こども基本法」を施行されたことに伴い、子ど
もの権利に対する関心が高まっています。
一方、川崎市ではこども基本法に先んじること２０年以上前に「川崎市子どもの権利に関する条例」
を策定。先進的な取り組みであるものの、まだまだ市民の理解には課題がありそうです。





上映会＆意見交換会
参 加 費
無 料

会場：川崎市多摩市民館3階視聴覚室


